
不審に思ったら、
○ 最寄りの警察署又は警察相談専用ダイヤル＃９１１０
○ お住まいの市町村担当窓口
○ 消費者ホットライン１８８（いやや！）

に相談してください。

岐阜県警察本部 生活安全総務課

令和７年

５月13日号

令和７年５月２６日 改正戸籍法施行
令和７年５月以降、
戸籍に記載する予定の
氏名のフリガナが
通知されます

フリガナが

誤っている場合は、
届出をしてください！

届出に手数料はかかりません

届出しなくても罰則はありません

通知されたフリガナが誤っている場合は、必ず届
け出る必要がありますが、このフリガナの届出に
手数料はかかりません。

届出をしなくても、通知された氏名のフリガナが
そのまま戸籍に記載されます。


